
加賀市救急医療懇話会の

趣旨等について

資料１

救急医療体制の検討会等の経緯①

平成17年 「新市において地域医療に関する審議会を設置する」

合併

協定書

平成19年

「２次救急医療を担い、医療設備の充実した新病院を建設

する以外に、根本的な問題解決の方法はない。」

答申

平成18年
地域医療審議会 医療の専門家、市民代表、議会代表などで構成

平成21年

「病院が２つのままでは、急性期の病院として機能が分散

し、良質で高度な医療はできない。マンパワーと資産の集

約化が絶対必要」

参考意見

新臨床研修制度スタート

救急搬送の市内受入率が低下

（３人に１人が市外へ搬送）

平成17年10月1日 加賀市・ 山中町が合併し

新加賀市 となる

加賀市民病院 時間外の専門外の受診制限（H19.4～）

平成16年

平成22年 救急医療を考えるシンポジウム 救急病院を考える公開討論会

以後、救急の市外搬送が増加傾向に。

山中温泉医療センターの医師数の減少
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経緯②

平成23年1月

医療の専門家で構成（９回開催）

医療提供体制基本構想
平成23年11月

統合新病院の建設を中心とした安

心、安全な医療提供体制を構築す

るための具体的方針

医療提供体制調査検討委員会

平成24年2月 医療提供体制推進委員会

救急体制・病診連携部会救急体制・病診連携部会救急体制・病診連携部会救急体制・病診連携部会

医療の専門家で構成

・専門部会の一つ

救急医療の専門家で構成

平成24年3月

市の内部検討会

救急部会救急部会救急部会救急部会

加賀：石田副院長

山中：吉田副センター長

統合新病院建設部会

女性アドバイザリー部会

看護師養成部会

専門部会

平成26年3月

・加賀市の医療提供体制の構築にかかる事業の進捗管理

・専門部会の内容を統括して審議

２病院の救急の現状や受け入

れ体制について協議

救急医療に携わる現場スタッフによる救急

医療に関する協議を継続的に実施する

部会報告（別紙）

「加賀市救急医療懇話会」

① 加賀市の救急医療の状況について、関係者で認識を共有する

例）

� 市の救急搬送、時間外受診の状況（消防の統計、病院の受入困難事由等）

� 各病院の方針、受け入れ体制（得て不得手、受け入れ能力等）

� 救急医療の現場で起こっている諸課題（参加者からの報告）

② 現場がより良く運用できるよう、必要な対応を協議する

例）

� 医師、看護師、救急隊の“風とおし”を良くするには…

� 市内で対応が難しい患者はどこにお願いするか…

� 負担の偏りがないよう、各機関の役割分担は…

� 安易な時間外受診、救急車利用を抑制するには…

� 高齢化の中で、高齢者や終末期の患者の救急搬送はどうするか… など

⇒ 必要に応じて市の施策として取り組む（予算含む）

新病院における救急体制や医師会による休日急病診療などについて関係者による検討を行った「加賀市医療提

供体制推進委員会 救急体制・病診連携部会」における議論、部会報告を踏まえ、市の救急医療について関係者

が顔を合わせて話し合う場を設ける

趣旨・目的

〔〔〔〔最終的な最終的な最終的な最終的な目的目的目的目的〕〕〕〕 新病院を含め、全体として、加賀市の救急医療が向上すること

→ 結果、市民の健康と安心が守られること
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加賀市救急医療懇話会 イメージ

市役所

加賀市民病院

山中温泉医療ｾﾝﾀｰ

消防（救急隊）

加賀市医療センター

市内の病院

（久藤総合病院・石川病院）

加賀市医師会

2.52.52.52.5次救急次救急次救急次救急（南加賀救急医療センター）（南加賀救急医療センター）（南加賀救急医療センター）（南加賀救急医療センター）＝小松市民病院＝小松市民病院＝小松市民病院＝小松市民病院３次救急３次救急３次救急３次救急（大学等）（大学等）（大学等）（大学等）
市外の医療機関

初期初期初期初期救急・休日診療、救急・休日診療、救急・休日診療、救急・休日診療、2222次救急次救急次救急次救急

蘇生蘇生蘇生蘇生

搬送搬送搬送搬送

2222次救急次救急次救急次救急

オブザーバーとして

スポットでの参加を

依頼予定

懇話会の有り方・進め方について（案）

①建設的な意⾒交換の場に
・加賀市の救急医療が少しでも良い方向で向くよう、なるべく前向きな

話合いを行う場としてはどうか。

②問題提起、提案は積極的に
・現状の共通理解のため、救急医療の現場で日々感じている問題や課題に

ついて、できる限り率直に意見を述べられる場にしてはどうか。

・救急医療体制の維持向上につながると考えられる方法、取組等について

は、実現の可否にとらわれることなく、積極的に提案することとしては

どうか。

※会議の公開の取扱いについて
傍聴は医療関係者のみとし、事後に、議事概要（要点筆記）を公開することとする。
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